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但し、平成 2、 8年度小田急多摩線延伸を促進する議員連盟会費として

１

¶
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小田急多摩線延伸を促進する
会 長  久 保 田
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但し、平成28年度小田急多摩線延仲を促進する議員連盟会費として

平成28年 す 月 ′ 日 上記の金額正に領収いたしました

神奈チ|1県相模原市中央区中央 2丁 目所
名

住
氏 小田急多摩線延伸を促進する議員

会 長1久 保 田 義



領 収 書 等 貼 付 用 紙

備考■/bク ∂  田頁小計研修・研究B会議費

但し、平成28年度小日急多摩線延伸を促進する議員連盟会費として

平成 28午 争ヽ明 /日
'上

記の金額正に領収いたしました

県相模原市

筑繋
を促進す
中央区中央 2丁 目

久 保 田 義

神奈,II

′Jヽ 田急
所
名

住
氏

※ 領I限縦 重ねて貼
雰謬 堪 は別細 こ貼る。※ 領収書が枠からはみ
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但し、平成28年度小田急多摩線延伸を促進する議員連盟会費として

住 所 神奈川県相模原市中央区中央P丁 目
氏 名 小日急多摩線延伸を促進する議景連

会 ,長  久 保 田 義

/

W

平成 28年 年月 日 上記の金額正に領収いたしましそ
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但し、平成28年度小日急多摩線延伸を,促進する議員連盟会費避して

平成28年 伊 月 17日 ■記の金額正に嶺収いたしました

会 長  久 保 田 '義
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但し、平成28年度小田急多摩線延伸を促進する議員連盟会費として

平成 28年 ;月 ,7日  上記の金額正に領収いたしました

即孝申奈川県相模原市中央醐 央 2丁目所
名

住
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節
千成28年度

小口匙多摩線走仲を促建する義員建盟

籠 会

目 時  平成28年 5月 27膏 (公)

午後4時から

会
・
場  相模原市立2紫会館
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1 閑 会

2 会負あいさつ

3 義負垂 去

4 義 索

義.索 第 1子

義奈第 2号

義索第 3子

義奈第4子

義索第 5子

義索第 6号

総 会 次 第

千成 27年声ぇ活動幸R各 について

千炭 27年庁ぇ・棋史無各及び監査無各について

会刺のi一部 7史工について       :
徒員のテ史理について

子茂 28年度活動針働について

平成 28年度様史予算について

義竃算五五、_E趨速愛ェ‐ ____…

5 未雰あいさつえび紹介

6 悶 会

‐140-



月  日 活 動 内 容 備 考

5月 11日
第 1回役員会
・会員・役員の状況及び顧間の就任について

・平成 27年度総会の開催について

5月 25日

総会       
｀

・平成 26名度活動報告について
。平成 26年度収支報告及び監査報告について

導最写〒矮怪愚獣罫画について
B平成 27年度収支予算について
・決議について

愛 )キ 1町文化会館

ホール

8月 31日 要望活動
国土交通大臣

東京都知事

10月 13日

第 2回役員会  ｀

・平成 27・年度総会結果について

。平成 27年度要望活動について

・役員 。会員の状況について

11月 2目 要望活動
国土交通省関東運輸局

小田急電鉄 (株)

2月_4日 要望活動 神奈チ11県知事

3月 31日

第 3回役員会 ・
′

‐・平成 27年度要望活動結果について

。平成 28年度事業計画 (案)について

・役員について

議案第 1号

平成
・
27年度 活動報告

=1
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1収 入

2支 出

3差 引

収入済額

386,617

平成27年度 収支報告

支出済額

320, 393

残額 (繰越金)t

66,224

議案第 2号

(単位 :円 )

(単位 :円 )

平成 28年 唐べ繰繊 し

‐
2Ⅲ

…142-

科   目
予 算 額

(A)

収 入 済 額

(B)

差 引 額

(B一 A)
摘 ・ 要

1:会  費 246,000 246,000 0 2,000円 X123人

2繰 越 全 140,587 140,587 0

3諸 収 入 413 30 △ 383

計 387,000 386,617 △ 383

科   目
(A)

予 算 額 支 出 済 額

(B)

差 号1 額
‐
(A― B〉

摘  要

350,00o 280,639 69,361

(1) 100,_000 96,611 3,389
―総会及び役員会経費等

(会場、看板他)

■事業推進費

(2)活動費 250,000 184,028 65,972 要望活動費等

2事 務 費 30,000 39,754 △ 9,754 封筒作成等

3予 備 費 7,000 0
‐7,000

計 387,000 320,393 66,607

66.224円



会 計 監 査 報 告 書

ν

本議員連盟の平成 27年度収支決算について、出納簿、証拠書類等を・

監査したところ、適正に執行されていると認めます。

平成 28年 5月   日

小田急多摩線延伸を促進する議員連盟

監 査 デII畑 隆

監 査 森  繁 之

3・

③

　

　

③
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議案第3号

だヽ 田急多摩線延伸を促進する議員連理会則の一部を改正する会則につ

いて

小田急多摩線延伸を促進する議員連盟会則の一部を改正する会則を次のよ

うに制疋
~す

る。

平成 28年 5月 27日 提出

小日急多摩線延伸を促進する議員連盟会

会 長   久 保 田_  義 則

小日急多摩繰延伸を促進する議員連盟会則の一部を改正する会則 上

小日急多摩線延伸を促進する議員連盟会則の下部を次のように改正する。

第 5条第 1項中第 7項を第 8号とし、第 2号から第 6号までを 1号ずつ下げ、

第■号の次に次の 1号を加える。

(2)会長代行  1名
第 5条中第 7項を第 8項とし、第 6.項を第 7項とし、第 5項を第 6項とし、

同条第 4項中「補佐し、会長が欠けた時又は会長に事故があるときはその職務

を代行する」を「補佐する」に改め、同項を同条第 5項とし、同条第 3項の次

に次の 1項を加える。

4 会長代行は、会長が欠けたとき、会長に事故があるとき、又は会長の命を

受けたと・きはて一その職務を代行する
_附 則

この会貝Uは、平成 28年 5月 27日から施行する。

提案の理由

小田急多摩線延伸を促進する議員連盟の事業における取組の充実を図る

ため、所要の改正を行うもJの

-4-
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○新旧対照表

改正前 改正後

(5)監 査   ?名
(6)事務局長  1名
(7)事務局   4名

2 <略 >
3 会長 は、会務 を総括す る。

第 5条  この会に次の役員を置く。

('1)会 長   1名
(2)副会長   5名
(3)理 事  若干名
(4 Ⅲ  r会| 計   1名

4 副 セ冬長 とよ、 会 を補佐 し、会長 が

欠とすた時又は会長に事故あるとと

はその職務を代行する。
5 監査は、この会の会計を監査す

る。   ・

6 事務局長は、会務を事理する。
7 事務局は、事務局長を補佐する。

第 5条 この会に次の役員を置 く。

(1)会 長   1名
(2)会長代行  1名
(3)副会長   5名

坤  事  若千名

(5)会 計   1名
(6)監 査   2名
(7)事務局長  1名
(3)事務局   4名
2 <略 >
3 会長は、会務を総括する。・

4 会長代行は、会長が欠けた と

き、 会 長 に事 故 が あ る とき及 び

会 長 の 旨 を 受 け たと き は 、 そ の

職 務 を代 行 す る。

5 副会長は、会長を補佐する。

1 6 監査は、この会の会計を監査す

る。

7 事務局長は、会務を掌理する。
8 事務局は、事務局長を補佐する。

-5-
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小田急多摩線延伸を促進する議員連盟 会則

(名  称 )        i
第 1条 ・この会は、「小日急多摩線延伸を促進する議員連盟」 とい う。

(目  的 )

第 2条  この会は、関係市町村 の議員の連携により、小日急多摩線の延伸

を促進 し、もつて近隣市町村 の発展 と住民福祉の向上に寄与することを

目的 とする。
・                      …

'(事 業 )

第 3条  この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行 う。

(1)ガ 田ヽ急多摩線延伸事業の促進運動に関する情報交換 と連携

(2)国部県及び関係機関に対す る積極的な要望活動

(3)広報活動その他 目的達成 に必要な事業

(組 織)                     i
第 4条  この会は、第 2条の 目的に賛同する関係市町村の議会議員をもつ

て構成する。             ^
(役 員 )

第 5条  この会に次の役員を置 く。
・
(1)会 長   1名
(2)会長代行  1名 ‐

(3)副会長   5名     =
(4)]璧_環熟_"_嘉濁彰許_

(

(5)会 計・  1名
(6)監 査   2名                  ~
(7)事務局長

・
1名

(3)事務局   4名
2 役員の任期は 2年 とし、再任 を妨げない。ただし、その職務は後任者

の就任 の ときま:で
行 うもの と・す る。また、役員の任期中において選任に

変更があうた場合は、その任期は前任者等の残任期間 とする。

3 会長は、会務を総括する。

4 会長代行は 、会長が欠けた と.き 、会長に事故があるとき及び会長の旨

を受 けた ときは、その職務 を代行する。

5 副会長は、会長を補佐す る。

6 監査は、この会の会計を監査する。

-6-
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7 事務局長は、会務を掌理する。

8 事務局は、事務局長を補佐する.。

(顧間、参与及び相談役)

第 6条 この会に顧問、参与及び相談役を置くことができる。

(事務局)・

第 7条 この会に事務局を置く。

2 事務局は、会長の市町村に置く。
・

3 事務局は、第 3条に規定する事業の企画、立木安等に関する事務を処理

する。
'(経 費)

第 8条 この会の経費は、会費その他の収入をもつて充てる。

2 会費は年額 2,000円 とする。ただし、会長が必要 と認める際は、増額

することができる。  ・       ・

3 ∴P会の会計年度は、毎年 4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終る。
∵
仁 し、平成 21年度においては、平成 21年 11月 4日 より翌年 3月 31日

までとする。

(補 則)

第 9条 こ心会則に定あるもののはか、必要な事項は別途協議して定める。

(附 則 )

この会則は、平成 21年 11月 4日 か ら施行する。

(附 則)                       '
この会貝1は、平成 22年 5月 27日 か ら施行す る。         _

(附 則)                       ‐

この会則は、平成 24年 5月 23日 か ら施行する。

(附 則 )

この会則は、平成 26年 5月 15日 か ら施行す る。

(附 則 )

この会則は、平成 28年 5月 27日 か ら施行する。

-7-
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役  職 職  名 氏  名

会  長 相槙原市議会議員 久保田 義 則

会長代行 町 田 市 議 会 議 員 長 村 敏 明

副 会 長 佐 藤 伸一郎町 田市議会議員長

副 会 長 相模原市議会議員 岸 浪 孝 志

副 会 長 厚 木 市議 会 議 員 松 田 則 康

副 会 長 愛 川 町議 会 議 長 小 島 総一郎

副 会 長 山 本 善 男清 川 村 議 会 議 員

理 .事 町 田 市 議 会 議

上 野 孝 典理  事 町 田市議 会 議 員

理  事 河 辺 康太郎町 田市議 会 議 員

理  事 阿 部 善 博相模原市議会議長

理  事 相模原市議会議員 山 岸 一 雄

理   事 須 田   毅相模原市議会議員

理  事 西 家 克 己相模原市議会議員

事理 厚 未 市 議 会 議 員 ___避4_丸 た_子

理  事 厚 木 市 議 会 議 員 石 井 芳 隆

理  事 厚 木 市 議 会 議 員 )H 目    仁

理  事 愛 川 町議 会 議 員 渡 辺   基

会  計 米 山 定 克相模原市議会議員

監  査 町 田市議 会 議 員 川 畑 一 隆 翻
監  査 森   繁 之相模原市議会議員

事務局長 相模原市議会議員 中 村 昌 治

事 務 局 町 田市 議 会 議 員 藤 田  学

事 務 局 厚 本 市 議 会 議 員 井 上   武

事 務 局 愛 川 町議 会 議 員 井 出 一 己

事 務 局 落 合 圏 二清 川 村 議 会 議 員

4号議案第

小田急多摩線延伸を促進する議員連盟 役員名簿

将`藤
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議案第 5号

平成28年度 活動計画 (案 )

1 小田急多摩線廷伸事業の促進運動に関する情報交換と連携を行う。

2 国都県及び関係機関に対する積極的な要望活動を行う。

3 広報活動その他目的達成に必要な事業を行う。

・  -9-

…149-

月  日 活 動 内 容 平成 27年度実施状況

4月 22日 第 1回役員会
5月 11日 (月 )

第1回役員会

5月 16日 第 2回役員会

5月 27日
平成28年度総会

【会場 :相模原市産業会館】

5月 25日  (月 )

平成 27年度総会

【会場 :愛川町文化会館】

総会以降 要望活動

8月 31日 (月 )

国上交通省、東京都

■1月  2日  (月 )

関東運輸局、小田急電鉄

2月 4日 (木 )

神奈川県

8～ 10月 第 3回役員会

■0月 13日 (火 )

第 2回役員会

3月 下旬 第4回役員会
3月 31日 (本 )

第 3回役員会



科  目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減額 摘  要

1会  費 246,000 246,000 0 2,000円 X123人

2繰 越 金 66,224 140,587 △ 74,363

3諸 収 入 776 413 363

計 31・ 3,000 387,000 △ 74,000

目▼6議案第

平成28年度 収支季算 (案 )

1・ 収 入

2支 出

(単位 :円 )

(単位 :円 )

科  目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減額 |

摘  要

300,000 350,000 △50,090

00(1)会議費._ _■⊇_αェ⊇_Ω O_ 0 _盗会及び彼員会経費等

1事業推進費

(2)活動費 200,000 250,000 △ 50,000 要望活動費等

2事 務 費 8,000 30,000 △ 22,000 事務用品費等

3予 備 費 5,000 7,000 △ 2,000

計 313,000 387,000 △ 74, 000

ヒ
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議案第 7号

決   議 (案 )

首都圏南西部の広域交通ネットワークの形成に資する小日急多摩線の延伸は、

公共交通網の利便性が向上することはもとより、広域交流拠点都市の発展のた

め極めて重要な役割を担 うものであり、 JR横浜線相模原駅・ JR相模線上溝

駅、更には田名地区を経由し、愛川・厚本方面への延伸が期待されている。

去る4月 20日 に、交通政策審議会より国土交通大臣に対し、「東京圏におけ

る今後の都市鉄道のあり方について」が答申された。本議員連盟では、今回の

答申に、小日急多摩線延伸のより実効性ある位置づけがなされるよう(設立当

初から積極的な活動を展開してきたところである。

この度の答申においては、当連盟の活動が実を結び、唐本田駅から上溝駅ま

での延伸について、都心部とのアクセネ利便性の向上が認められ、意義のある

地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェク トに選定され

たところであり、実現に向けた大きな一歩を踏み出すことができたと認識して

いる。   .                    _

小日急多摩線を唐本田駅から愛川・厚本方面まで延伸させるためには、この

答申において、上溝駅までの整備の進捗を踏まえ、愛川・厚本方面への延伸を

検討することが道当とされていることか ら、まず上溝駅までの整備を実現させ

な守すればならず、これに向けては、相模総合補給廠二部返還地のまちづ くりを

始めとする沿線開発の取組が重要である。町田市、相模原市においては、鉄道

整備は経験したことのない一大プロジェク トとなるが、早期実現に向け、本議

員連盟として最大限の支援を行うとともに、今後も引き続き、・関係機関に積極

的に働きかけるなど、小日急多摩線の一 日も早い延仲が実現するよう、私たち

議員連盟の会員の総意をもつて一丸となり、よリー層強力な活動を展開するこ

とを決意するものであると

以上、決議する。

小由急多摩線延伸を促進する議員連盟

― …
11-―
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議案第 7号 参考資

小田急多摩線延伸の早期実現に関する要望書 (案 )

平素から、公共交通網の整備につきましては、格別の御高配を賜り心から感謝

申し上げます。        ′

首都圏南西部の広域交通ネットワークの形成に資する小田急多摩線の廷伸は、

公共交通網の利便性が向上することはもとより、広域交流拠点都市の発展のため

極めて重要な役割を担うものであり、 JR横浜線相模原駅・ JR相模線上溝駅、

更には田名地区を経由・し、愛川 ■厚本方面への延伸が期待されています。

去る4月 20日 に、交通政策審議会より国土交通大臣に対し、「東京圏におけ

る今後の都市鉄道のあり方について」が答申されました。本議員連盟では、今回

の答申に、小田急多摩線延伸のより実効性ある位置づけがなされるよう、設立当

初から積極的な活動を展開してきたところです。

この度の答申においては、当連盟の活動が実を結び、唐本国駅から上溝層尺まで

の延伸について、都心部とのアクセス利便性の向上が認められ、意義のある地域

の成長に応 じた鉄道ネットフークの充実に資するプロジェクトに選定されたとこ

ろであり、実現に向けた大きな一歩を踏み出すことができたと認識しております。

小田急多摩線を唐本田駅から愛川・厚本方面まで延伸させるためには、この答

申において、上溝駅までの整備の進捗を踏まえ、愛川・厚本方面への延伸を検討

することが適当とされていることから、まず上薄駅までの整備を実現させなけれ

ばならず、これに向けては、相模総合補給廠一部返還地のまちづくりを始めとす

る沿線開発の取組が重要です。町田市、相模原市においては、鉄道整備は経験 し

たこと のない一大プFジェク トとなりますが、早期実現に向け、。本議員連盟とし

て最大限の実晏審仔う―と―と―ヽも―t礁―今後ち引―き―続繕ゃ…関係機 F珂
―悟積極的と3働きかけ

るなど、小日急多摩線の一日も早い延伸が実現するよう、私たち議員連盟の会員

の総意をもつて一九となり、よリー層強力な取組を進 めているところでございま

す。

つきましては、本連盟といたしましても、小田急多摩線延伸の早期実現を目指

し、最大限の活動を展開いたしますので、地域住民の切実なる願いを叶うべく、

特段の御配慮・御支援を賜りますようお願い申し上げま争。

平成 28年  月  ・日

小日急多摩線延伸を促進する議員連盟

会長 入保田 義則

‐
12‐
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小田急多摩線延伸を促進する議員連盟 会員名簿

配 議会 氏  名 子会
f派

町田市議会議長 佐 藤 伸一郎 自由民主党

2 町田市議会議員 大 西 宣 也 保守連合

町田市議会議員 吉 田  勉 保守連合

4 町田市議会議員 長 村 敏 明 自由民主党

町田市議会議員 サ|1 畑 隆 公明党

6 町田市議会議員 浅 見 美 子 公明党

7 町田市議会議員 上 野 孝 典 公明党

8 町田市議会議員 藤 田 ‐ 学 自由民主党

9 町田市議会議員 熊 沢 礼 里 自由民主党

10 町田市議会議員 若 林 章 喜 自由民主党

11 町田市議会議員 新・井 克 尚 保守連合

12 町田市議会議員 奥   栄 公明党

13 町田市議会議員 三遊亭 らん丈 自由民主党

14 町田市議会議員 岩 瀬 和
‐
子 自由民主党

15 町田市議会議員 山 下 哲 也 公明党

16 町田市議会議員 市 川 勝 斗 自由民主党

17 町田市議会議員 河 辺 康太郎 まちだ市民クラブ

18 町田市議会議員 戸 塚 正 人 まちだ市民クラプ

19 町田市議会議員 松 岡 みゆき 自由民主党

20 町田市議会議員 渡 辺 厳太郎 自由民主党

21 町田市議会議員 白 JII哲 也 保守連合

22 町田市議会議員 森 本 誠 也 まちだ市民クラブ

23 町田市議会議員 石 川 好 忠 自由民主党

24 町田市議会議員 松 案 祐 巳 公明党

25 町田市議会議員 木目田 英 男 自由民主党

26 町田市議会議員 小 関 重太郎 まちだ市民クラブ

27 相槙原市議会議長 阿 部 善 博 自由民主党相模原市議団

28 相模原市議会副議長 大 沢 洋 子 民進党・市民クラブ

29 相棲原市議会議員 山 岸 一 雄 自由民主党相模原市議国

30 相模原市議会議員 長 友 義 樹 颯爽の会

31 相模原市議会議員 久保田 義 貝∬ 自由民主党相模原市議団
32 相模原市議会議員 金 子 豊貴男 民連党 f市民クラブ

33 相模原市議会議員 稲 垣́   稔 自由民主党相模原市議団

34 相模原市議会議員 岸 浪 孝 志 民進党・市民クラブ

35 相模原市議会議員 沼 倉 孝 太 自由民主党相模原市議函
36 相模原市議会議員 米 山 定 克 公明党相模原市議団

37 相模原市議会議員 松 永
‐
千賀子 日本共産党相槙原市議団

38 相模原市議会議員 カロ 藤 明 徳 公明党相模原市議団

39 相模原市議会議員 須 田  毅 自由民主党れ模原市議苗
40 相模原市議会議員 長谷川 久美子 颯爽の会

41 相模原市議会議員 中 村 昌 _治 自由民主党相模原市議団
-13-
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血 ‐議会 氏 名 会 派

42 相模原市議会議員 小野沢 耕 一 自由民主党相模原市議団

43 本目模原市議会議員 江
・
成 直

・
士 民進党・市民クラブ

44 本目模原市議会議員 栗 原   大 民進党・市民クラブ

45 相模原市議会議員 竹 腰 早 苗 日本共産党相模原市議団

46 本目模原市議会議員 栄   裕 明 ・ 公明党相模原市議団

47 相模原市議会議員 寺 田 弘 子 自由民主党相模原市議国 _

48 相模原市議会議員 野 元 好 美 颯爽の会

49 相模原市議会議員 古 内   明 自由民主党相模原市議団

50 相模原市議会議員 森   繁 之 民進党・市民クラブ

51 相模原市議会議員 石 サII将 誠 自由民主党相模原市議団

52 相模原市議会議員 桜 井 はるな 民進党・市民クラプ

53 相模原市議会議員 月ヽ 野   弘 自由民主党相模原市議回

54 権模原市議会議員 大 崎 秀 治 公明党相模原市議団

55 相模原市議会議員 久保田 浩 孝 公明党相模原市議団

56 相模原市議会議員 西 家 克 己 公明党相模原市議団

57 相模原市議会議員 関 根 雅吾郎 民進党・市民クラブ

58 相模原市議会議員 自 井 貴 彦 民進党・市民クラブ

59 相模原市議会議員 五十嵐 千 代 颯爽の会

60 相模原市議会議員 鈴 木 秀 成 民進党・市民クラブ

6と 相模原市議会議員 小 田 貴 久 民進党 `市民クラブ

62 相模原市議会議員 山 下 伸一郎 日本共産党相模原市議団

63 相模原市議会議員 山 口 美津夫 自由民主党相模原市議団

64 相模原市議会議員 後 田 博 美 公明党相模原市議団

65 相模原市議会議員 渡 部 俊 明 自由民主党相模原市議国

66 相模原市議会議員 宮 崎 雄一郎 自由民主党相模原市議団

石

'H  
毒67 相撲原童韓 民進比二直民ク乏五___

6B 相模原市議会議員 小 林 丈 人 民進党・市民クラブ

69 相槙原市議会議員 南 波 秀 樹 公明え相模原市議団
70 相槙原市議会議員 羽生四  学 日本共産党相模原市議団

71 相模原市議会議員 田 所 健太郎 日本共産党相模原市議団

72 相模原市議会議員 鈴 木 晃 地 掘爽の会

73 庫木市議会議長 越 智 一 久 あつぎみらい

74 厚木市議会副議長 名 切 文 梨 民進党

75 厚本市議会議員 松 田 則 康 あつぎみらい

76 厚本市議会議員 釘 丸 久
‐

子 日本共産党厚木市議員団

77 厚木市議会議員 石 井 芳 隆 新政あつぎ

78 厚本市議会議員 沼 田 幸 あつぎみらい

79 厚木市議会議員 田 上 祥 子 公明党

80 厚本市議会議員 高 田  浩 改革あつぎ

81 厚本市議会議員 寺  岡 まゆみ 公明党

82 厚木市議会議員 川 日   仁 公明党

83 厚木市議会議員 神 子 雅 人 あつぎみらい

84 厚木市議会議員 栗 山 香代子 日本共産党厚木市議員団
―と4-
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詭 議会 ■ 氏
‐
名 会 派

85 チヨ木市議会議員 井 上   武 改革あつぎ

86 厚木市議会議員 難 波 達 哉 あつぎみらい

87 厚木市議会議員 松 本 猫 影 あつぎみらい

88 厚木市議会議員 渡 辺 貞 雄 あつぎみらい
89 厚木市議会議員 井 上 敏 夫 新政あつぎ
90 厚木市議会議員 遠 藤 浩 一 公明党
91 厚木市議会議員 瀧  口 J虞太良【 あつぎみらい

92 厚木市議会議員 新 井 啓 司 新政あつぎ

93 耳本市議会議員 高 橋   豊 あつぎみらい

94
二 F本

市 議 会 議 員 新 川  触 新政あつぎ

95 厚本市議会議員 田 口 孝 男 新攻あつぎ

96 厚木市議会議員 山 崎 由 枝 公明党
97 厚木市議会議員 高 橋 知 己 新政あつぎ

98 厚木市議会議員 望 月 真 実 民進党

99 愛川町議会議長 小 島 総一郎
‐

みらい絆

100 愛川町議会副議長 熊 坂 弘 久 愛政クラブ
101 愛川町議会議員 井 上 博 明 日本共産党愛川町議員固
102 .愛川町議会議員 小 倉 英 嗣 愛政クラブ

103 愛川町議会議員 小 林 敬 子 日本共産党愛川町議員国

104 愛川町議会議員 馬 場   司 愛政クラブ

105 愛川町議会議員 山 中 軍 樹 愛政クラブ

106 愛

'II町

議会議員 井 出 一 己 公明党

107 愛川町議会議員 渡 辺   基 新風あいかわ

108 愛川町議会議員′ 佐 藤   茂 新風あいかわ

109 愛川町議会議員 木 下 員樹子 みらい絆

110 愛川町議会議員 佐 藤 り え 公明党

111 憂川町議会議員 熊 坂 崇 徳 みらい絆

112 愛川町議会議員 鈴 木 信 一 日本共産党愛,II町議員団
r13 愛川町議会議員 岸 上 敦 子 公明党

114 愛川町議会議員 阿 都 隆 之 新風あいかわ

115 清川村議会議長 岩 澤 敏 雄 無所属

116 清川村議会副議長 山 本 雅 彦 無所属

117 清川村議会議員 藤 田 義 友 共産党

118 清川村議会議員 落 合 圏 二 無所属

119 清川村議会議員

'II頑
正 行 無所島

120 清川村議会議員 山 本 善 男 無所属

121 清川村議会議員 村 上 俊 光 無所属

122 清川村議会議員 雀 原 和 織 無所属

123 清川村議会議員 細 野 洋 一 無所属
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役  職 備 考職 名 氏 名

顧  問 自由民主党衆議院議員 小 倉 侍 信

顧  間 衆議院議員 自由民主党赤 間 二 郎

顧  問 衆議院議員 民進党後 藤 祐 一

顧  間 衆議院議員 自由民主党義 家 弘 介

顧  問 衆議院議員 本 村 賢太郎 民進党

顧  間 参議院議員 中 サII雅 治 自由民主党'

顧  聞 参議院議員 小 川 敏 夫 民進党

顧  問 参議院議員 小 泉 昭 男 自由民主党

顧  問 参議院議員 松 沢 成 文 無所属

顧  問 参議院議員 佐々木 さやか 公明党

顧  聞 参議院議員 牧 山 弘 恵 民進党

参           与 東京都議会議員副議長 小 磯 善 彦 公明党

参  与 東京都議会議員 吉 原   修 自由民主党

参  与 東京都議会議員 自由民主党小 儀    明

参  与 神奈川県議会議員 佐々木 正 行 公明党

参  与 神奈チキI県議会議員 長 友 克 洋 かながわ民進党

参  与 神奈川県議会議員 寺 崎 雄 介 かながわ民進党

参  与 神奈川県議会議員 河 本 文 雄 自由民主党

参  与 神奈川県議会議員 細 谷 政 幸 自由民主党

参  与 神奈サII県議会議員 八 木 大二郎 自由民主党

・参 、_五_ 額難丸 __克 .堪疑 ___上 敵 ___

参  与 神奈川県議会議員 京 島 圭 子 かながわ民進党

参  与 神奈川県議会議員 堀 江 貝」 之 自由民主党

参  与 神奈川県議会議員 佐 藤 宍日 一 かながわ民進党

参  与 神奈川県議会議員 山 口 貴 裕 自由民主党

参  与 神奈川県議会議員 馬 場 学 郎 県政会

小‐田急多摩繰延伸を促進する議員連盟 顧問・参与名簿
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領 収 書 等 貼 付 用 紙

研修B研究り会議貴 頁小計 ュrr pDa 円 備考

領 収 証
上野 孝 繰

但
第 11回 地方から考える「社会保瞳フォーラムJセミナー参加査として

2016年 11月 16,17日

上記正に領収いたしま

〒101-0047東 京都千代田区内神田2-5

4 社会保障フォーラ

※ 領収書は重ねて貼付しないも
※ 領収書が枠から1まみ出す場合は別紙に貼る。
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一
一

コ刊榊 '
l卜こ

から考える
笠

=回

フオ帯ラム
・帥

東京都千代田区内神田 2-4-6 WTC内神田ビル

m社会保険研究所 7階

TEと :03‐3252‐ 7901(引 )/FAX:03‐ 3252‐7971

弾

JR機 :神 口駅宙日徒歩 S分/銀座線 :神田駅 能歩 6分

丸ノ内線 :大手町 A2出口維歩 S分

蝉

神田駅百口を出てすぐのf歯口裔虐衡」を200ml護 ど直造

し、|パチンコみとや」がある小さな十宇路を注折、
150mほ ど行つた左側の8階盛てのビルです。

り、少子・高齢化が閣甍し、労働力人

くなかて'、 老後の不安や、病気の心配、失業や倒産

そして、度霞なる災害や治安への懸念など、国民の先行

しょうか。

国民の生活にとつて大切な基Vとであり、生涯の

ィーネツトなのだという信頼がなく

りえません。個人のライフスタ

家族形態の多様化が急速に進み、この変化に現在

し、負担の不公平さ

た指摘が数多くあげられています。

課題は山積していますが、社会保障の果たす機能を維持しながら、

本当に価値のある仕組みになるように、政府の施策担当者や奪門家

と―構に考えてみませんか ? 皆様のと参加を心よりお待ちしてお

ります。

)+手 英策氏  慶脳嶺盛大学組械学部験観

稿ホ A左子氏 一般壮団法人セルフケア・ネットワーク′曖理事

lキ瀞 剛氏  内,a宮房まち・ひと。しHと創圭本湾F事務局嶋 創生総l善富

朝川 知昭氏 厚生労働省牲喪・工銀局障害保障!Hれと部企回線長

基述氏  厚生労船 竜撻局長
(mmら ,1眸前備鳴子鰤 li猜 れしていFす )

皿 平成28年 11月 16日 (水 )、 17日 (木)

閣m】 事前お振込み(11月 9日 (水)まで)の場合 :25,000円 /当日お支払いの場合 :ユα000円

國 皿 l抑社 会 保 険 研 究 所  刊 。1-8322東京都千代日区内神田 2-4-6 HC内 神田ビルア‖ (,R神田

'沢

薗口下凛縫歩5分 )

醸療に関わる

全ての情報を

提供

年金制度を

わかりやすく
コン′{ク トに解説 蛉蝉逹蝸騨ｉ

「呻情報をし、ち早く‐ｍ「沖副］
甑

社会保,奥旬報 端 釧 寺

`{

第11回 地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー参加申込書

お名前

静住所

〒□□□―□□□□

業とR入いただいた個人1“報lオ、フォーラムにヒ4加いたたく皆せHへのと猟内・情報松伏の目的に使用せせていただtます。世理にあたっては 必要

か,議切を安全雪
'11競

atBし、ぉぇぃ、朝,共、毀韻輩たは不エアクセス時の防止に,子あよす。

ゆ FAX 03‐ 3527‐ 1028または
ヒmtt tirare@abelia.ocnenejpてぉ申口賜ください。

―
∞
碕
劇
―

舞刊

●お申し4みいたたいた方には、螢口、事務局から受f寸ぬアメールをお選りいたし

奮す(メ ールアドレスのご配入がない1出合 Fハ XIてつ 。

●J務局からメールが屈tま したら、売i用の日慶へよう0鰊をお張り五Jチくたせヽ、

―

TEと 03‐ 3253い 0570と 不明な点は、左配までお側い合わせください。

【掘 送 先】三礎熊凍uF〕銀行 神保町支店

【口座器尋】(怪,OS06395

会

場

案

内

図

後

援

,1,1

60名

社R研 テ ヤラーLの ■―上、か、―ンからし「L申 し込
'い

たたけfす  httpi//tirare.,p/

地方から考える「社会保障フォーラム」市Iヵ
貿局 〒10+OO,7",i卜千1(,LEl句 ‖E12-5 '児 さヒルユ|■ |↑ ‖

=Iラ
ーt′ ド)

T〔とOl一 jユ

`〕

-Oi′ 0′ FAX(,3 35,'一 10'S

Iよ 社会 l昇膜出版社  肝フイスメック世社会保 l央 研究所  年友企画 杵

名



1日 目

11/16(水 )

講師一覧

2日 目

11/17(米〕

講師一覧

PR RAM

1日 目

2日 目

第10回 地方から考える
1社会保 F´革フォィラム」セミナーの様子

y=/=び
(水)

イ
=/ゴ

盈木)

12,00い , 受付開始

12:45～

19ィ00～14:00 1画  「
井手要策

14:00～14139

14:30～ 14:40 休憩(10分間)

14:40～ 15:40

15:40た■6

16:10～ 16:20 休憩(10分間)

i10:29｀ 17:29 1

17:20■ T7:59 討甜(30分聞)

可7:50～ 情報交換会

13:50 終了

開講の挨拶、オリエンテーション

セ

●井手央策氏

福岡県出身。日本銀行金融研究所、東北学陽大学、横浜□立大学を経て、

慶應義塾大学経済学部教授。専閣tま劇政社会学。若書に Deれ Sts and

Debtin industha"zed Democrそ うOes(Roudedge)『 経済の時代の終馬』(大

佛次郎論壇賞受賞、岩波奢店)『分断社会を終わらせる一「だれもが受

益者」という財正友戦略』(筑摩器房)r48競からの格差論一日本に本当

に必要なもの』(束洋経済新報社 )な ど.

0高 本 員左 子氏

東京都出身。医療福祉施設、冠婚葬祭会場等の空間コーディネートの

仕事を経て、2014年一般社団法人セルフケア・ネットワークを設立。

白分で自分をケアするセルフケアの普及及び、グリーフサポー トの実

施と啓発を行つている。また、地域住民の集会や高齢者施設にて、五

感を活用したセルフケアワークショップ等の開催を実施する傍ら、自

身の乳がん経験を活かし、がん悪者支援施設や医療施設等でセルフケ

ア前座も行つている。

● 唐澤 闘l氏

長野県出身。1980年厚生省に入省。大臣宙房人萌。昇く、業務局、保健医療局、

社会局、など。1991年山形県生活福祉部。その後、2001年厚生労l動省

政策評価官。雇用均等・児童家庭局、保険局等で要職を歴任。政策続括

宮 (社会保障担当)兼内閣宮房内閣審議官 (社会保い章・税一体改革担 当)、

保険局長を経て、2016年 より現職。

0胡 ,II知‖召氏

群馬県出身υ1990年厚生省に入省。1995年保険制度倉U設準備。1998年

広島市出向。2001年 年金局課長補佐。2004年 医政局課長補佐。2006

年厚生労lttl大臣秘審官。2007年 雇用均等,児重票鹿局少子化対策企画

室長。2010年社会保陣担当参事宙室政策企画首。2012年老健局振興課

長,2014年雇用均等・児竜家庭局保管課長u2016年より軌

● 市原 基道氏

佐捉県出身。1982年厚生省に入省ィ,大 臣宮房人夢課、環境術生局、年金局、

健康政策局、援a覆局など。1992年 外務省在中華人民共和国日本国大使

館―等蕃配宮(3年間)。 その後、大臣官房、展用均等・堀董家庭局、労

1動基準局等。2004年 文部科学省初等中等教育局幼児教育。来長、2006年

社会・援護局障害保11福祉部障害福祉課長、など要職を歴任。大臣自房

長を経て、20¶ 6年 より現職。

● 谷野 清太郎 (株 )社会保険研究所常務取締役/『社会保険旬李屁f編集長

● 青山 淳一  (株)社会保険研究所部長ィ/rttj巨保険情報』編集長

● Ⅲl丁 郎 正大  錆0社会保険研究所執行役員/『年金時代1綿イ,F長

ゴ
…W

9:30～ 受付開始

10:00∵ 11190 将田躍口併F I障が Vヽ

朝川 I知 1昭氏

11100年 11130 討議|

|

請原1基適氏 厚生

偏す諄(30分間)

14:00～ 14:10 休憩(10分間)

14:10～15:10 m図図盟四酵「①社会保険何報②介談保険情報⑤年金時代」

15:10～ 終了の挨拶 次回開イ整のお知らせ |11 1:ヽ  
イ

|

15:15 終了

住

〆
ギ



領 収 書 等 貼 付 用 紙

政務調査費
支出額(頁小計) えυ♂∂

備 考

項 目
(0で囲む)

調査活動費

研修・研究・会議費

資料作成費

1人件費 S資料購入費

6広報費

7通信運搬費

事務費

一

＾
一
卜

・

ヽ

・ユ

．

全 額

、
　
一ヽ

一

，
，
．ミ
ー

■
「
た

オ^
一４
、■
一十

二
卓
■
．，
オ

●
オ
≡
二
求
↓
【

一
尭
ト

形 /

猫脅貌額 (  %)
lb【入E「紙

ｙ
７ Z ′ , ′
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領 収 書 等 貼 付 用 紙

金 額

庁
'=す

|″ ? |||1主 |:i主主ヨ

．・、
、ヽ
ヽ

ヽ
　
一
　
ヽ
ヽ
ヽヽ

●

ｉ
ｌ

．
ｉ
ヽ
∵
σ
．

ヽ

・ｉ
一ヽ
ｉｒ
ぷ
一

一狩
工逹
一

内   訳

弩

髪
オ!崇

1碑

:奏

li増

:Ⅲ

I■ f
手

「下
‐
Tュ |

.、 ―責_= =ャ i」二 二
^こ

ェ

i=i～ と lit ilと

iケミ′正去 |こ左 ミとと二:と_(rご i′ ユll

※ 領収書は重ねて議付しない。
※ 領収書が枠からはみ出す場合は別紙に貼る。

研修呂研究・会議費 買小計 ユノ沙
♂υ 円 備考
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患生地匹協議会

平成20年度

日 時 平成28年5月 19日 (本)午後1時30分

患生市民センターハ
奮 場
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３

　

　

４

1 開会の香幸

代表挨拶

議長・書記選出

諄

第 1号議案

第 2号議案

第争号議案 !

第4号議案
―

1第 二
=鶏

舞 |

5 会員の代表紹介

議長・書記解任

莱賓挨拶

閣会の辞

総 会 次 第

芋威 27年度事業華長各

平成 27年度収支決算報告

平成 27年度会討驚査報告

平成

'ユ

年度事業計薗―〔案〉

平成
'S年

度予算 (秦)

６

　

　

７

　

　

８

一ニー
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事 業 概 要年 月 日 項 目

第 1号議案 地区協議会規約

第 2号議案 H27年度事業計画

第 3号議案 H27年予算

第 4号議案 役員選任

代長 :  高橋清入 (患生地区町内会自治会

連舎会 会長)

副代長 : 井上 勉 (青多年健全育成地区委

員会 患生第一地区会長)

副代表 : 青聾豊子 (患生第一地区民生委

員 じ児童委員協議会 会長)

副代表 : 彦根健一 〔忠生地区町内会自治会

連合会 副会長、常盤町

ぬ会 会長)

会計 二  藤根義信 (患生圭色区町内会自治会

連合会 会計、七霞苑自治会

会長)

事務局長 :小林静難 〔町日体育協会 町田本

泳協会 ~酵J会長)

会計監査 :佐藤臣― (患生地区町内会自治会

連合会 副会長、図師

町内会 会長)

斉藤 彰 (青少年健全育成地区委員

会 をヽ曲日地区会長)

平成 27年

5月 22厨

平成 27年度

設立総会

忠生市民センター

今後の活動について

広報用のパンアレノト、のぼり製作

第 1回役員会平成 27年

,7月 1目

今後の活動予定

広報用のパンアンット、のぼり、ジヤンバー

製作について

事務用簾品の購入をこついて

参加目体活動報告

=27年
3月 26日

第 1回連絡会

第 1号議案   平成 27年度事業報告

-164-
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広報用デース設置し、地区協ののぼり、ジャ

ンパーを使用。とと区協のパンフレント配布

患生高齢者支援センター、町田社会福祉協議

会などが活動参漁

桜美林大学学園祭で広報活

動

平成 27年

10月 31日 、

■ 月 1日

学踊祭参力Eの反省

患生地区ふれあいコンサー ト(チャジティヨ

ンサー ト)打合せ

平成 27年

11月 13日

第 2回役員会

曲崎団地防災イベント

参加団体活動報告

桜美林大学学目祭出展 (報告 )

患生地区ふれあいコンサー トについて

第 2国連絡会平成 27年

11月 25呂

患生市民センターの本―ルで実施

第1郵  アンサンプル Flex

第2部  桜美林大学芸術文化学群

参力B者 約 13〔}名、

チャすティ募金 約 2万 2千岡 (後 口町躙

育成会に寄付)

基生地区ふれあい コンサー

ト開催

平成 27年

12月 12罠

ただオン 2周年記念行事参力雷 (報告)

青少健こどもマラノン大会への機賛

次国連絡会への対応

第 3暉役員会平成 23年

2月 3日

会長団体の活動報告

こどもマラゾンの協賛

今後の活動予定

第 3目連絡会幸戒 23年

2月 24日

盛と崎小学校とそ霊)周辺道羅各で実施

地区協議会な機贅、

患生費登区こどもマラプン大

△
喜
=

平成 23年 3

月 5日

だヽ曲霞南小学校とその周辺道路で実施

すと区協議会ほ協賛

碁ヽ歯厨地 区こどもマラゾン

大会

平成 28年 3

月 8日

27年度決算監査、23年度総会拳臆等平成 28年 4

月 20日

第 4騒役員会

-165-
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第 2、  3号議案

忠生地区協議会 平成 27年度収支決算書 (韓調)

備 考予  算  額項   目

O麟

16団体 x 2,000 躍32,000会 費

95魏 000町酪市補助

売上弱,420、 募金 2乳 126、 京l子 56魏 602雑紋入

1,062ぷ鸞2合  計

収入の部

篠   考予  算  額項   霞

磐ヽ計鶴 ,軽5)広報事業費

44,36と・事務用晶費

2∞,461・プリンタ

と8,433・ネームランド

キャージケース62,762・プ
=ヨ
ジェクタ

≧8,30θ`ス クジーン

23)564・デジカメ絶

83,748C印漏lと
eの頭り旗

113を 336・ メガホン (聟望他う

小計(3暮5,425)交流親睦事業費

ふれあいコンチー ト7魏 900・ 幾融

ふれあいこエンサー ト29,700t看板代

ふれあとヽコンサー トととる,OOO・ ジャンバー

ただON242,925・ ただON2材 料費

と1乳 800`マラノン経費
′jヽヨ静(41´ 516)対象外費犀

ただON210,OOO
=ただON2弁 当

峯れあ影ヽ翠 ンサー ト寡金をまちだ育成会22,126・ 機

9″ 3909交際費

70,17〔:線継じ金

1,Oё2,G02

支出の部

一△霞
計

上記の通り会計報告いたします。

会計監査の維柔、上講嫌勢 構達ありませ娩

患生麹麟 会  代 表

会 計

惑生地区協議会

平成28年 3月 oす軒

饉繁薯
羽或28年 4月 20日

饉臣覧F澪‐
査

査

監

監

-166-
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第 4号議案

平成 28年度事業計画 (案)

と すべての世代が安全で安心して暮らしていけるまちづくりの

ための事業の推進3

2 情報交換を推進 し、地区内のさまざまなネットワークづくりを

進める

3 地区角の住民相互の交流・親睦を深める

4 地区内の住民が快道に暮らせる環境づ くりを進める。

5 当協議会の広報活動事業

6 その他上記冒鶴達成に必要な事業

-167-
-5-



簾 考予  算  額項   目

70,176孝暴越金

15霞fホ 五 2,OCO爵30,000会 費

1,観,000町囲鸞

◇雑収入

と,100ぢ と7S

収入♂>部

合  計

第 5号議案

患生地区協議会 平成 28年度予算  (案)

上記予算を提案いたします。

零成28年 5月 19園

患生亀亜協議会

-168-

(難 円)

籍 考予  算  額項   目

君母と鶏 00〔)広報事業費

広報の内訳eoF醐簾

広報の角訳(3傷 000〉・露至撼彗C韓
広韓の内譲(1軸 000)攀

郷 ,080輔 鵡

期 ぅOOOネットフークづ

くり事業

3畿,000接適環境づくり

攀

と鶴 =176予備費

と,豊鶴 ,と7S合  計

支出の部

― 善…

代 表  高機 清入仲



〔役員の任熱)                   。

第15条 役員の任期は原員lど2年間とする。
役員経鶏途中で出身霊体径鶏切れの場合意後任者と交代できる。ただし、

 `  この場合次国の総会で事後承認を必要とする。
(相談役)

第16条 会務を円滑に行 うため、必要に応じ相談役を置くことができる。
2 様談役は、代表 与副代表経験者の中から役員会が選任し、総会の承認を得る。
3 相談役の任期をま2年とする。但し、再任は妨げない。

第 4章 会  議
〔会議の招集)

第17条 総会感.毎年度終了後 8ヶ 月以内に繭接する。
但し、会の代表が必要と認めたとき、または構成長の過半数の請求が姦った
場合は、会の代表 tま速やかに会議を舞集 しなとすれ▼ぎならなを`。

2 役員会は、会の代表が必要と認琵》るときに開催する。
3連絡会 lま、代表が必要に応じて開催する。
4 吉S会をま、必要に応じて開f軽する。

モ定是数等)

第18条 総会は、構成長の過半数の出席により成立し、会議宣)議事藤議席者の過半数
により決する。可否関数のとき意、議長がこれを決する。
ただし、規約の改廃についてとま、出席者のこ分の 2以上の賛成をもつて決める。

2 総会にこ豊席できない構成員をま、その権眼の行使を議長に委任することができるっ
なお、前項の総会成立の定庭数においては、委'廷状をもつて出席したものと見な
丸

(議事録〉
第19条 総会の議事について感、議事録を作成する。

第 5章 会 計
〔経費)

第20条 本会の経費は、市からの寺育助金、会費及びその他の収入をもつて売てる。
2 本会の会費は1園体につき1年蘭2000用 とする。変更する場合燃総会で決定する。
但し繰付が困難な団体については役員会の決定とこより免除することができる。
3 年途中に入会した団体も会費は前項に定める額とする。

(会計年度〕
第21条 本会の会計年度は、毎年4月 ■日に始まり、翌年3月 31日 に終わる。

第 6章 その1也

(還会)

第22条 会員感事議に役員会に申し議て、退会できる。但し織付済の会費こま返遼しない。
(その他運営事項〉

第23条 こ
=}会

則ここ定めるもののほか.会の運営とこ必要な事項等にF羹 してこま、役員会
で定める。

財員lこ

この規約 ,ま、平成 27年 5月 22日 から施行する。
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〔役員会)

第8条 役員会は、代表、副代表、事務局長、会計、会計監査をもつて構成する。

代表が必要と認めたときは相談役を出席させることが出来る。

2 役員会は、次の事項を審議・議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会で議決した事項の執行に麗する事項

(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

3 役員会の議長は、代表がこれにあたる。

(部会)

第 9条 本協議会で各種活動を行い或いは地域課題の解決に取り組む場合、

参加会長による蔀会を設置できる。任しあらかじめ役員会の承認を必要と

する。部会には互選で部会長、副蔀会長をおく。

垂穏簗
§蓋曇緩忌塞煽義甕織墓額鍵垂字込デ

絡会を調f軽する。

(事務局)

第二条 事務局に職員を置くことができる。

第 3章 役  員

(役員)

第12条 本会に次の役員を置く。

(1)代表
２

３

４

５

醇f代表
事務局長
会計
会計幣杏

■名

若千嘉
1名
2嘉
2名

(役員の選任〉
第13条 役員の選任,ま、次のとおりとす

墓縫合会の会長がその任に当たる。(1)代表は患生地区町内会・ 鶏濡進

(2)副代表は次の者がその任に当たる。

①当該地区内の民生委員児童委員協議会の中から選農された者

②当該地区内の青少年健全育成地区委員会の中から選出された者

③忠生地区町内会 。自治会連合会の中から選醒された者

(3)事務局長は役員会で選出された者がその任に当たる。

(4)会計は役員会で選出された者1名 がその任に当たる。

(5)本会の会計を肇_査するため、会計監査 2名 を置く。

なお、会計監査態他の役員を兼ねることはできない。

(役員互)任務)

第14条 役員の任務は、次のとおり
'と

する。

(1)代表は、本会を代表し会務を統播する。

(2)副代表lま、代表を構佐し.代表に事故ある時はその任務を代行する。

(3)事務局長1ま本会の事務を統播する。

(4)会計慮会の会計及び島絡事務を処理し、帳票及懇必要な事項を管理する。

(5)会計監査は本会の会計業務を監査し、総会に報告する。
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r患生地区協議会』規約

第 1章 総 則
(名 称〕

第 1条 本会は「患生地区機議会」と称する。

(事務所〉
第 2条 本会の事務所は、臣r露市患生市民センター内に置く。

〔目的)

第 3条 患生地区で活動するさまざまな目体が、地域の課題解決のために相互に

協力し、お互いの自立桂、自主性を尊重して、対等な立場で活動し、誰もが予`つ
までも住み続けたいと患える地域づくりを目指すことを目的とする。

(活動)

第4条 本会態議条の要鶏を達成するため、次の事業を行 う。
(1)すべての世代が安全で安心して暮らしていとするまちづくりに関する
(2)情報交換を推進し、地区内のきまざまなネントワ~クづくりに関す

と。
(3)地区内の住民な喜互の交流・親睦を課めるための活動に棗すること。
(4'地区ぬの住民が撫通に暮らせる環境づくりに関すること。
(5'その他目歳与逢成に必要な事業

〔会長)

第 5条 本会の会員慧、会の趣脅をこ賛肩する患生地区軍ぬ会・ 自治会連合会の区域
内で活動する各種霞体 〔以下「各種団体ど)と し、役員会の承認を得るもの
とする。

2 本会は必要に応じオブザーバー会員を置くことができる。
オブザーバー会員は本協議会の活動に参理するが、総会におとする議決権や
役員資格を有しない。

第 2章 組  織
(会の運営}

第 6条 本会は、総会、役員会、連絡会及び部会により運営する。

(総会〉
第 7条 総会は、本会に登録する各種団体を代表する者及び各霊体の構成長で代表者

の推薦を受け役員会で承認された者 (以下「構成長ど)をもつて構成する。
2 総会の議決権▼ま.各種団体 1と する。
3 総会の議長及び書記態、鶴庸者の幸から選任する。

4 総会な、次の事項について決議する。
(1'活動報告及び決算にF~翼すること。
(2)活動計画及ぴ予算に露すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)規約の改定及び廃上に関すること。
(5)その他、会の運営に係る重要事項に関すること。

…171-
いい｀

ツ
′単“

と

こ

こ

る




